
記載例

様式第三号（第八条の二十七関係）

（ 年度分）
令和 8 年 6 月 30 日

報告者

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名

電話番号 027-224-☆☆☆☆

所属及び担当者名 事務　　あかぎ　太郎

 　　 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の３第7項の規定に基づき、　 　令和　７ 年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

業 種

事業場の
電話番号

番号
排 出 量

(t)
管理票の
交付枚数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運 搬 受 託 者 の
氏 名 又 は 名 称

処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

1 0.1 5 01000123456 (株)ＡＢ運輸 98765432100

2 2 4 01000123456 (株)ＡＢ運輸 00000987654 □□組（株）

3 0.03 3 01000121212 ☆☆☆工業(株) 00123123000

4 4 2 01000321321 (株)△△運送 00110011001

5 5 1 00053535300 ◇◇商事(株)

6 01010101010 (株)ころころ産業 54321054321

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２ 同一の都道府県（政令市） の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

４ 業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

６ 処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

７ 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

（日本産業規格　Ａ列４番）

５ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使
用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

産 業 廃 棄
物 の 種 類

0600
 廃プラスチック類

0600
 廃プラスチック類

0300 廃油

0300 廃油

7300 感染性廃棄物

処分受託者の
氏名又は名称

処分場所の住所

福島県◇市▽町３ とんとん環境(株)

群馬県×市○町６ (株)ころとん資源

群馬県△市＊町４

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

群馬県前橋市△町△丁目△番地

青猫そろばん教室　　代表　　利根　次郎

（宛先）前橋市長　

事業場の名称 青猫そろばん教室　大手町教室 Ｏ８２　その他の教育、学習支援業

事業場の所在地 前橋市大手町二丁目＊＊番地 ０２７-２２４-＊＊＊＊

栃木県○市△町５ (株)ころとん資源

運搬先の住所

群馬県○市△町８ ○○商会(株)

埼玉県□市○町７

●マニフェスト、契約書を見ながら作成
●報告書は施設ごとに作成
●産業廃棄物の種類ごと、
運搬業者ごと、処分業者ごとに記入

・トン（ｔ）に換算して記入
（換算表を参照）

・運搬先の住所と同じ
場合は、記入不要

※処分受託者の住所
ではありません。

・マニフェスト又は
廃棄物種類コードを参照して、
産業廃棄物の種類ごとに記入

令和 7

・運搬受託者の住所ではなく、運搬先（廃
棄物を運んでもらう行き先）を記入

・産業廃棄物の種類、処分業者が同じで
あっても、運搬業者ごとに記入

・産業廃棄物の種類、運搬業者が同じであっても、
運搬先（処分委託先）ごとに記入

契約権者



様式第三号（第八条の二十七関係）

（　　　　年度分）

年 月 日

報告者

住所

氏名

（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

電話番号

所属及び担当者名

 　　 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第７項の規定に基づき、 年度分の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。

業 種

事業場の
電話番号

番号 排出量(t)
管理票の
交付枚数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運 搬 受 託 者 の
氏 名 又 は 名 称

処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

1

2

3

4

5

6

１　この報告書は、前年４月１日から３月３１日までに交付した産業廃棄物管理票について６月３０日までに提出すること。

２ 同一の都道府県（政令市） の区域内に、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が２以上ある場合には、これらの事業場を１事業場としてまとめた上で提出すること。

３ 産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入すること。

４ 業種には日本標準産業分類の中分類を記入すること。

６ 処分場所の住所は、運搬先の住所と同じである場合には記入する必要はないこと。

７ 区間を区切って運搬を委託した場合又は受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者又は再受託者についてすべて記入すること。

（日本工業規格　Ａ列４番）

運搬先の住所
産 業 廃 棄
物 の 種 類

処分場所の住所
処分受託者の
氏名又は名称

事業場の名称

事業場の所在地

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

（宛先）前橋市長

５ 運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃
棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明らかにすること。

① ②
③

「積替え又は保管」の欄に記載が
あって、報告書への転記方法が分か
らない場合には、廃棄物対策課へお
問合せ下さい。

（日本産業規格 Ａ列４番）


	記載例
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